
 

 

関係法令抜粋 
 

○ 学校保健安全法（抄）（昭和三十三年法律第五十六号） 

 
（保健所との連絡） 
第十八条 学校の設置者は、この法律の規定による健康診断を行おうとする場合その他 
政令で定める場合においては、保健所と連絡するものとする。 
 

（出席停止） 
第十九条 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそ 
れのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させる 
ことができる。 
 

（臨時休業） 
第二十条 学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又 
は一部の休業を行うことができる。 
 

○ 学校保健安全法施行令（抄）（昭和三十三年政令第百七十四号） 

 
（保健所と連絡すべき場合） 
第五条 法第十八条の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 
一 法第十九条の規定による出席停止が行われた場合 
二 法第二十条の規定による学校の休業を行つた場合 
 

（出席停止の指示） 
第六条 校長は、法第十九条の規定により出席を停止させようとするときは、その理由 
及び期間を明らかにして、幼児、児童又は生徒（高等学校（中等教育学校の後期課 
程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。）の生徒を除く。）にあつてはその
保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生にこれを指示しなけ
ればならない。 
２ 出席停止の期間は、感染症の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による。 
 
（出席停止の報告） 
第七条 校長は、前条第一項の規定による指示をしたときは、文部科学省令で定めると 
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ころにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。 
 

○ 学校保健安全法施行規則（抄）（昭和三十三年文部省令第十八号） 

 
（感染症の種類） 
第十八条 学校において予防すべき感染症の種類は、次のとおりとする。 
一～三（略） 
２ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項から第九 
項までに規定する新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症は、前項 
の規定にかかわらず、第一種の感染症とみなす。 
 

（出席停止の期間の基準） 
第十九条 令第六条第二項の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次 
のとおりとする。 

一 第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。 
二～三（略） 
四 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にか
かつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校
医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。 

五 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状
況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。 
六 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要
と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。 
 

（出席停止の報告事項） 
第二十条 令第七条の規定による報告は、次の事項を記載した書面をもつてするものと 
する。 

一 学校の名称 
二 出席を停止させた理由及び期間 
三 出席停止を指示した年月日 
四 出席を停止させた児童生徒等の学年別人員数 
五 その他参考となる事項 
 
（感染症の予防に関する細目） 



 

 

第二十一条 校長は、学校内において、感染症にかかつており、又はかかつている疑い 
がある児童生徒等を発見した場合において、必要と認めるときは、学校医に診断さ 
せ、法第十九条の規定による出席停止の指示をするほか、消毒その他適当な処置を 
するものとする。 

２ 校長は、学校内に、感染症の病毒に汚染し、又は汚染した疑いがある物件があると 
きは、消毒その他適当な処置をするものとする。 

３ 学校においては、その附近において、第一種又は第二種の感染症が発生したときは、
その状況により適当な清潔方法を行うものとする。 

 

○ 新型インフルエンザ等対策特別措置法（抄）（平成二十四年法律第三十一号） 

 
（都道府県対策本部長の権限） 
第二十四条 
１～６（略） 
７ 都道府県対策本部長は、当該都道府県警察及び当該都道府県の教育委員会に対し、 
当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を実施するため必要な限度に 
おいて、必要な措置を講ずるよう求めることができる。 
８（略） 
９ 都道府県対策本部長は、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的 
確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、公私の団体又は個人に対し、
その区域に係る新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な協力の要請をするこ
とができる。 
 
（新型インフルエンザ等緊急事態宣言等） 
第三十二条 政府対策本部長は、新型インフルエンザ等（国民の生命及び健康に著しく 
重大な被害を与えるおそれがあるものとして政令で定める要件に該当するものに限 
る。以下この章において同じ。）が国内で発生し、その全国的かつ急速なまん延によ
り国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがあるものとして政
令で定める要件に該当する事態（以下「新型インフルエンザ等緊急事態」という。）
が発生したと認めるときは、新型インフルエンザ等緊急事態が発生した旨及び次に掲
げる事項の公示（第五項及び第三十四条第一項において「新型インフルエンザ等緊急
事態宣言」という。）をし、並びにその旨及び当該事項を国会に報告するものとする。 
一 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき期間 
二 新型インフルエンザ等緊急事態措置（第四十六条の規定による措置を除く。）を 



 

 

実施すべき区域 
三 新型インフルエンザ等緊急事態の概要（市町村対策本部長の権限） 
２～６（略） 
 
（市町村対策本部長の権限） 
第三十六条 
１～５（略） 
６ 市町村対策本部長は、当該市町村の教育委員会に対し、当該市町村の区域に係る新 
型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要な限度において、必要な措置 
を講ずるよう求めることができる。 
７（略） 
 
（感染を防止するための協力要請等） 
第四十五条 
１（略） 
２ 特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエン 
ザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済
の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間
及び治癒までの期間を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、
社会福祉施設（通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。）、興行場（興
行場法（昭和二十三年法律第百三十七号）第一条第一項に規定する興行場をいう。）
その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用し
て催物を開催する者（次項において「施設管理者等」という。）に対し、当該施設の
使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措
置を講ずるよう要請することができる。 
３ 施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特 
定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を
保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため特に必要があると認める
ときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを指示す
ることができる。 
４（略） 


